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改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況等について

（平成１９年６月１日現在高年齢者の雇用状況）

「改正高年齢者雇用安定法 （以下「改正高齢法」という）に基づき、事業主は、」

平成１８年４月から段階的に６５歳までの雇用確保措置を講じることが義務づけら

、 「 」、「 」れ 平成１９年４月１日から６３歳までの 定年の引き上げ 継続雇用制度の導入

「 」 。または 定年の定めの廃止 のいずれかの措置を講じなければならないこととされた

（別添参照）

京都労働局では、同法律に基づく平成１９年６月１日現在の高年齢者雇用状況報告

、 （ ， ） 、書を提出した企業のうちから 従業員５１人以上規模企業 １ ６９０社 について

高年齢者雇用確保措置の実施状況等を集計した （平成１９年１０月１９日公表）。

その概要は次のとおり。

１ 高年齢者雇用確保措置の実施状況

（１）全体の状況

従業員５１人以上規模企業（１，６９０社）のうち、１，５４３社（９１．３

％）が少なくとも６３歳までの雇用確保措置を実施済み（全国９２．７％）とな

った。

また、未実施企業は、１４７社（８．７％）となっている （別紙表１）。

なお、前年は、義務年齢が６２歳で、７９．０％が実施済み（全国８４．０％）

であったことからすれば、本年度の調査結果はまだ問題が残るものの高年齢者雇用確

保措置が着実に進んでいるといえる。

（２）企業規模別、産業別の状況

雇用確保措置の実施状況を企業規模別に見ると、従業員３００人以下規模企業

で取組が遅れている （別紙表２）。

、 、「 」、「 」、「 」、「 」、また 産業別にみると 建設業 製造業 情報通信業 卸売・小売業

「複合サービス業」及び「その他のサービス業」が平均を下回っている。

特に、情報通信業において実施率は低調になっている。 （別紙表２）

２ 雇用確保措置の具体的内容

（１）雇用確保措置の上限年齢

雇用確保措置の上限年齢の設定については、実施済み企業（１，５４３社）の

うち、改正高齢法の義務化スケジュールより前倒しして６５歳以上を上限年齢と

した企業（定年の定めのない企業を含む）は、１，２３１社で７９．８％（平成

１８年７８．９％）となっている （別紙表３ー１）。
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（２）雇用確保措置の内訳

雇用確保措置の内訳については、実施済み企業（１，５４３社）のうち 「定、

」 、 ． （ ．年の定めの廃止 の措置を講じた企業は ３２社で２ １％ 平成１８年同期１

）、「 」 、 ． （ ．２％ 定年の引上げ の措置を講じた企業は １９９社で１２ ９％ 同１６

「継続雇用制度の導入」の措置を講じた企業は、１，３１２社で８５．０％４％）、

（別紙表３－２）（同８２．４％）となっている。

（３）継続雇用制度の内訳

継続雇用制度の内訳については、同制度を導入した企業（１，３１２社）のう

ち、希望者全員の継続雇用制度を導入した企業は、５４６社で４１．６％（平成

１８年同期４５．７％）であり、対象者となる高年齢者に係る基準を定め、当該

基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は、７６６社で５８．４％（同５４．

３％）となっている （別紙表３－３）。

また、継続雇用制度を導入した企業（１，３１２社）のうち、労使協定の締結

により、対象となる高年齢者に係る基準を定めている企業は、約半数の４９．５

％となり、労使協定の締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず、改正

高齢法に基づく特例措置により就業規則等で基準を定め、当該基準に基づく継続

雇用制度を導入した企業は１１６社で８ ８％ 同９ ０％ となっている 別． （ ． ） 。（

紙表３－３）

３ ６５歳以上まで希望者全員が働ける企業

． （ 、 ． ）希望者全員が６５歳以上まで働ける企業は６６８社で３９ ５％ 全国 ３７ ０％

別紙表４）となった （。

４ ７０歳までの雇用確保措置を導入した企業

． （ ． ）７０歳までの雇用確保措置を実施した企業は２３４社で１３ ８％ 全国１１ ９％

別紙表５）となった （。

５ 雇用確保措置の義務づけ前と比較した高年齢者の動向

（ ） 、 、 ，改正高齢法施行前 平成１７年 に比較して ６０～６４歳の常用労働者数は １５

６４５人から１８，７２０人に１１．９％の増加（全国２６．９％の増加）となった。

６５歳以上の常用労働者数は ５ ８２１人から７ ８４３人に３４ ７％の増加 全、 ， ， ． （

国４６．８％）となった。

）いずれも 年齢計の４ ８％の増加と比較して大幅な伸びを示している、 ． 。（別紙表６

改正高齢法施行前（平成１７年）に比較して、定年到達予定者のうち継続して雇用さ

． ． ．れる予定者の割合は５７ ０％から義務化された平成１８年の７４ ５％に比らべ１７

５ポイントと大幅に増加した。また、平成１９年は７６．６％となり平成１７年から１
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９．６ポイントの増加となった。

なお、全国では、平成１７年の４８．４％から平成１９年７６．７％に２８．３ポイ

ント増加した。

３ 今後の取組

労働局、ハローワークでは、事業所訪問により個別指導を行うとともに、事業

主団体等と協力・連携を図りながら、未実施企業に対する啓発・指導に努めてき

たところである。

従業員５１人以上規模の未実施企業については、早急な実施に向けた個今後、

別指導を行う。

また、従業員５０人以下企業については、雇用確保措置の取組状況の把握に努

め、集団指導や個別指導により助言・指導を行う。

「７０歳まで働ける企業」の普及・啓発については、引き続き事業主団体等に委託

している「７０歳まで働ける企業」普及・啓発プログラム等を活用し取組む。



[別紙]

表１ 雇用確保措置の実施状況

①実施済み ②未実施 ①＋②合計

企業数 1,543 147 1,690

比 率 91.3% 8.7% 100%

表２ 規模別・産業別実施状況

①実施済企業割合 ②未実施企業割合

５１～１００人 88.8% 11.2%

１０１～３００人 92.1% 7.9%

３０１～５００人 96.2% 3.8%

５０１～１０００人 98.7% 1.3%

１，００１人以上 98.1% 1.9%

合計 91.3% 8.7%

農、林、漁業 - -

鉱業 - -

建設業 90.4% 9.6%

製造業 91.0% 9.0%

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0% -

情報通信業 83.3% 16.7%

運輸業 94.1% 5.9%

卸売・小売業 87.3% 12.7%

金融・保険業 95.5% 4.5%

不動産業 94.7% 5.3%

飲食店、宿泊業 96.7% 3.3%

医療、福祉 94.7% 5.3%

教育、学習支援業 94.3% 5.7%

複合サービス事業 88.9% 11.1%

その他のサービス業 91.0% 9.0%

合計 91.3% 8.7%

規
模
別

産
業
別



表３－１ 雇用確保措置の上限年齢

①６５歳以上
（含定年制なし）

②６３～６４歳 ①＋②合計

企業数 1,231 312 1,543

比 率 79.8% 20.2% 100%

表３－２ 雇用確保措置の内訳

①定年の定め
の廃止

②定年の引上げ
③継続雇用制度

の導入 ①+②+③合計

企業数 32 199 1,312 1,543

比 率 2.1% 12.9% 85.0% 100%

表３－３ 継続雇用制度の内訳

①希望者全員 ①＋②合計

労使協定 就業規則

650 116

比 率 41.6% 49.5% 8.8% 100%

表３ 雇用確保措置実施企業に関する状況

546 1,312

②基準該当者

企業数

766



表４ 65歳以上まで希望者全員が働ける企業の割合

定年の定めの廃止６５歳以上定年

企業計
32

(4.8%)
157

(23.5%)

中小企業
（51～300人） 32 142

大企業
（301人～） - 15

表５ ７０歳までの雇用確保措置を導入した企業の割合

希望者全員
７０歳以上

企業計
32

(13.7%)
3

(1.3%)
37

中小企業
（51～300人） 32 3 35

大企業
（301人～） - - 2

合計

基準該当者
７０歳以上

419 593

60 75

668

希望者全員
６５歳以上継続雇用

定年の定めの廃止７０歳以上定年

234

合計

162

継続雇用

31 33

479

201131

報告した
すべての企業

1690
(100.0%)

1454
(100.0%)

236
(100.0%)

1690
(100.0%)

1454
(100.0%)

236
(100.0%)

報告した
すべての企業



年齢計 ６０歳～６４歳 ６５歳以上

平成１７年 404,739人（100.0） 15,645人（100.0） 5,821人（100.0）

平成１８年 416,494人（102.9） 16,123人（103.1） 6,750人（116.0）

平成１９年 423,988人（104.8） 18,720人（119.7） 7,843人（134.7）

定年到達予定者 継続雇用予定者 定年による離職予定者

平成１７年 3,879人（100.0） 2,212人(57.0） 1,667人（43.0）

平成１８年 5,341人（100.0） 3,979人（74.5） 1,362人（25.5）

平成１９年 6,797人（100.0） 5,204人（76.6） 1,593人（23.4）

表７ 定年到達予定者等の状況

表６ 年齢別常用労働者

（注）（）内は平成１７年を１００とした場合の比率




